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地方分権の流れとその後
三位一体改革
三位一体改革により地方分権は実行段階へ進んだ？
＝＞義務的経費に関わる補助金の削減
＝＞交付税に依存する体質

地方分権とは
地方が責任を持つべき事業に対して自立した経営を行うこと
本来、国が責任を持つべき事業まで地方に任せることを意図していない

国税と地方税を5:5にすることが必ずしも分権ではなく、国と地方の役割
分担を踏まえたうえでの税源移譲の是非を問うべき。事業における国と
地方の役割分担の整理とともに、税源移譲のあり方も問われるべき

しかしながら、これらの分担の議論をしないまま、税源移譲が行われ、
しかも義務的経費のカットが行われたため、多くの事業を抱えるにもかか
わらず財政的に苦しい自治体が多く存在する結果
税源移譲で財源を得た自治体（交付団体）との格差が顕著
＝＞地域間格差問題
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2008年度対応
地域間格差問題が大きな議論

2008年度税制改正の焦点である都市と地方の税
収格差問題

地方側が求める地方消費税の拡充は消費税率見
直しの段階まで先送り（09年度以降に消費税率を引き上げる際
に地方消費税（消費税5％のうち1％）を拡充することを念頭）

同年度は第一段階として都市部に税収が集中する
地方法人２税（法人事業税、法人住民税）のうち、地
方税の法人事業税（５兆６千億円、２００７年度見込
み）の半額程度を、国が集めて自治体に配分する
「地方譲与税」(名称は「地方法人特別譲与税」)に組
み替え、人口と従業員を基準に配分
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200９，１０年度対応
景気悪化と税収悪化が大きな議論

景気対策と支出確保の観点

生活防衛のための緊急対策
地方交付税増額
21年度
地域雇用創出推進費（5,000億円）
地方財政計画の歳入歳出の見直しを通じた地方財
源の充実 0.5 兆円
22年度
地域活性化・雇用等臨時特例費（仮称） 9,850億円
地方財政計画の歳入歳出の見直しを通じた地方財源の充実 0.5 兆円
(継続）(財務省）



補正での交付金

▽地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金(＝08年度補正、260億円）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/siryou/pdf/081010koufukin.pdf
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2010/pdf/201022yo276_b1.pdf

▽地域活性化・生活対策臨時交付金(＝08年度2次補正、6000億円)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/siryou/pdf/090127koufukin.pdf
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/region/kankou/chiiki5_3_youkou.pdf

▽地域活性化・経済危機対策臨時交付金(＝09年度補正、1兆円)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/siryou/pdf/090427koufukin.pdf

▽地域活性化・公共投資臨時交付金(＝09年度補正、1兆4000億円)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/siryou/pdf/090427koufukin.pdf
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国と地方の役割分担
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国と地方の行政事務の分担



国際比較
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地方財政制度
地方財政計画と地方交付税
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地方財政の現状
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三位一体改革
国庫支出金による過剰な関与
＝＞国庫支出金改革

地方自治体の規律：受益と負担の一致
＝＞税源移譲

交付税（地方債措置）によるソフトな予算制約とイ
ンセンティブ問題

=>交付税の質的削減

残された改革
1. 公平性・ナショナルミニマムの確保
2. 財源保障と財政調整（所得再分配）
3. 債務調整、地方債の改革
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三位一体改革の内容と論点

三位一体改革で何が変わったのか？

その結果をどう評価すべきか？

その後の改革案

1. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律

2. 地方分権改革推進法

3. ふるさと納税
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三位一体改革の成果
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三位一体改革の評価
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評価

数値目標達成のための義務教育

折衷案としての比率変更（実質効果なし）

真に必要なものはいくらで、何かを議論しないまま
での無理な数値目標設定

逃げ道を与えてしまった改革
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その後の動き１：地方分権改革推進法
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実質公債費比率

06年度から地方債許可制度が協議制度に移行
実質公債費比率という新しい比率で起債制限
計算式(略式）：分子に地方債の元利償還金（公債費）、分母
に標準財政規模

ポイント：分子の元利償還金に上水道や交通など公営企業
の支払う元利償還金への一般会計からの繰り出し金、ＰＦＩ
や一部事務組合等の公債費類似経費を参入することで、い
わば連結決算の考え方を導入していること。
実質公債費比率が18％を超えると、地方債許可団体に移行
25％を超えると、単独事業の起債が認められなくなり、起債
制限団体となる。この許可団体は「公債費負適正化計画」を
自主的に策定することが求められる。
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その後の動き３：格差問題：ふるさと納税
研究会報告書(2007年10月）

Ⅲ寄附金税制の応用による「ふるさと納税」制度の検討
１ ．国が果たすべき役割

○国も一定の役割を担うこととし、所得税、住民税双方から控除（現行制
度も双方から控除）

・「ふるさと納税」は地方団体のみならず国にとっても大きな意義があり、
国と地方団体がそれぞれの責任に応じて一定の役割を果たすことが望
ましい。

２ ．控除方式のあり方
○住民税については税額控除方式とする（現行制度は所得控除方式）
・税額控除方式の方が、効果が実感しやすく、分かりやすい。
・寄附金控除の効果を高めることが可能。

制度の特徴
○都道府県民税、市区町村民税の両方から税率比（４：６）で控除。
○全額控除の対象は個人住民税所得割の１割を上限。
○5,000 円を適用下限額とする。
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その後の動き４：格差問題：税源配分

平成20 年度税制改正の要綱（平成20 年１月 11 日閣議決定）
地域間の財政力格差の縮小

地方税制については、更なる地方分権の推進とその基盤となる地方税
財源の充実を図る中で、地方消費税の充実を図るとともに、併せて地方
法人課税のあり方を抜本的に見直すなどにより、偏在性が小さく税収が
安定的な地方税体系を構築することを基本に改革を進める。

この基本方向に沿って、消費税を含む税体系の抜本的改革において、
地方消費税の充実と地方法人課税のあり方の見直しを含む地方税改革
の実現に取り組む。

消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置とし
て、法人事業税の一部を分離し、「地方法人特別税」及び「地方法人特
別譲与税」を創設することにより、偏在性の小さい地方税体系の構築を
進める。
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譲与税による格差是正と交付税

そもそも財政の地域間格差に対しては、交付税がその役割
を果たす制度となっており、その整合性、実際の効果の問題
が生じる。

税収格差を減らすべく譲与税を配分しても、交付税がその分
減少し、地方における操作移入に変化は生じないのである。

この問題を解決すべく、新たに、地域活性化を促す地域再
生対策費が交付税算定に組み入れられた。

これらの制度変更が及ぼす効果については今後の検証が
必要であるが、この制度改正の議論に対して、これまで以上
に、地方税・交付税のあり方を含め、地域間格差是正での
政府内部での役割分担が問われている。
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その後の動き５：景気悪化と税収悪化

リーマンショック
税収の悪化
＝＞100年に一度の危機
＝＞政府の対応(選挙の影響）：
生活防衛のための緊急対策
交付税関連＝＞既定の加算とは「別枠」の加算=>
地方交付税増額
21年度
地域雇用創出推進費（5,000億円）
地方財政計画の歳入歳出の見直しを通じた地方財
源の充実 0.5 兆円
22年度
地域活性化・雇用等臨時特例費（仮称） 9,850億円



23年度

「地域活性化・雇用等対策費」（仮称）12,000
億円

22年度地域活性化・雇用等臨時特例費9,850億円
に、以下の事業等を勘案した2,150億円を上乗せ
・子育て現物給付（1,000億円）等の子育て施策
・住民生活に光をそそぐ事業

・地球温暖化対策暫定事業（100億円）
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24年度

地域経済基盤強化・雇用等対策費 1 兆4,950 億円
「地方再生対策費」及び「地域活性化・雇用等対策費」を概
算要求組替え基準における取扱いと基調を合わせて一定の
縮減を図った上で、「地域経済基盤強化・雇用等対策費」とし
て整理・統合し、歴史的円高等、地域経済を取り巻く環境が
激変する中、海外競争力強化等のため、地域が実施する緊
急事業に対応するための緊急枠（1,750億円）を含めて計上
この中の住民生活に光をそそぐ事業について、児童虐待防止・消費者行
政等に要する経費を拡充
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その他の地方財政トピック１：見えない自治体部分

新たな指標により債務を把握

地方公営企業
第三セクター
地方公社(土地、住宅、道路）

参考資料
第三セクター等の資金調達に関する損失補償のあり方について（中間まとめ）（債務調整
等に関する調査研究会（平成1 9 年10 月17日 ）

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/saimu_chousei/pdf/071017_1_si1.pdf
第三セクター、地方公社及び公営企業の抜本的改革の推進に関する報告書（債務調整等
に関する調査研究会（平成20 年12 月5日）

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/saimu_chousei_20/pdf/081205_1_2.pdf
＝＞第三セクター等改革推進債の創設

http://www.soumu.go.jp/main_content/000009773.pdf
公営交通：「民営化軸に」日経経済教室060525
公立病院：改革ガイドライン（公立病院改革懇談会）200709

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/pdf/191225_guideline.pdf
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その他の地方財政トピック２：道州制、自治体再編

道州制（道州制ビジョン懇談会）
広域行政
少子高齢化

参考資料
赤井伸郎(2007)「道州制、事務集約がカギ」（日経：経済教
室）070727
赤井伸郎・竹本亨（2008）「効率的行政区域と事務配分のあ
り方に関する実証的分析」
赤井伸郎・深澤映司・竹本 亨 (2008)「人口減少と少子高齢
化が地方財政収支に与える影響の分析」


